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○
車
両
制
限
令
（
昭
和
三
十
六
年
政
令
第
二
百
六
十
五
号
）
（
抄
）

（
傍
線
の
部
分
は
改
正
部
分
）

改

正

案

現

行

目
次

（
新
設
）

第
一
章

総
則
（
第
一
条
・
第
二
条
）

第
二
章

道
路
と
の
関
係
に
お
い
て
必
要
と
さ
れ
る
車
両
に
つ
い
て
の
制
限
（
第

三
条
―
第
十
四
条
）

第
三
章

限
度
超
過
車
両
の
通
行
に
係
る
許
可
の
申
請
そ
の
他
の
手
続
に
関
し
必

要
な
事
項
（
第
十
五
条
―
第
二
十
一
条
）

第
四
章

雑
則
（
第
二
十
二
条
・
第
二
十
三
条
）

附
則

第
一
章

総
則

（
新
設
）

（
趣
旨
）

（
趣
旨
）

第
一
条

道
路
の
構
造
を
保
全
し
、
又
は
交
通
の
危
険
を
防
止
す
る
た
め
に
道
路
と

第
一
条

道
路
の
構
造
を
保
全
し
、
又
は
交
通
の
危
険
を
防
止
す
る
た
め
、
道
路
と

の
関
係
に
お
い
て
必
要
と
さ
れ
る
車
両
に
つ
い
て
の
制
限
及
び
限
度
超
過
車
両
の

の
関
係
に
お
い
て
必
要
と
さ
れ
る
車
両
に
つ
い
て
の
制
限
は
、
道
路
法
（
以
下
「

通
行
に
係
る
許
可
の
申
請
そ
の
他
の
手
続
に
関
し
必
要
な
事
項
に
つ
い
て
は
、
道

法
」
と
い
う
。
）
に
定
め
る
も
の
の
ほ
か
、
こ
の
政
令
の
定
め
る
と
こ
ろ
に
よ
る

路
法
（
以
下
「
法
」
と
い
う
。
）
に
定
め
る
も
の
の
ほ
か
、
こ
の
政
令
の
定
め
る

。

と
こ
ろ
に
よ
る
。

（
定
義
）

（
定
義
）

第
二
条

（
略
）

第
二
条

（
略
）

第
二
章

道
路
と
の
関
係
に
お
い
て
必
要
と
さ
れ
る
車
両
に
つ
い
て
の
制
限

（
新
設
）

第
三
条
～
第
十
四
条

（
略
）

第
三
条
～
第
十
四
条

（
略
）

第
三
章

限
度
超
過
車
両
の
通
行
に
係
る
許
可
の
申
請
そ
の
他
の
手
続
に
関

（
新
設
）

し
必
要
な
事
項

第
十
五
条
～
第
十
八
条

（
略
）

第
十
五
条
～
第
十
八
条

（
略
）

（
限
度
超
過
車
両
の
登
録
の
手
数
料
）
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第
十
九
条

法
第
四
十
七
条
の
四
第
五
項
の
手
数
料
の
額
は
、
同
条
第
一
項
の
登
録

（
新
設
）

又
は
同
条
第
二
項
の
登
録
の
更
新
に
係
る
申
請
一
件
に
つ
き
五
千
円
と
す
る
。

（
登
録
車
両
の
通
行
に
関
す
る
確
認
の
手
数
料
）

第
二
十
条

法
第
四
十
七
条
の
十
第
五
項
の
手
数
料
の
額
は
、
同
条
第
一
項
の
規
定

（
新
設
）

に
よ
る
求
め
一
件
に
つ
き
六
百
円
と
す
る
。
た
だ
し
、
当
該
求
め
に
係
る
同
条
第

二
項
第
二
号
に
掲
げ
る
出
発
地
及
び
目
的
地
が
一
の
都
道
府
県
の
区
域
内
に
あ
る

場
合
に
は
、
当
該
求
め
一
件
に
つ
き
四
百
円
を
超
え
な
い
範
囲
内
に
お
い
て
同
条

第
四
項
の
規
定
に
よ
り
判
定
基
準
が
定
め
ら
れ
て
い
る
当
該
都
道
府
県
の
区
域
内

の
道
路
の
延
長
及
び
構
造
を
勘
案
し
て
当
該
都
道
府
県
ご
と
に
国
土
交
通
大
臣
が

定
め
る
額
と
す
る
。

（
指
定
登
録
確
認
機
関
が
登
録
等
事
務
を
行
う
場
合
の
手
数
料
）

第
二
十
一
条

法
第
四
十
八
条
の
五
十
九
第
一
項
第
一
号
に
掲
げ
る
者
が
同
項
の
規

（
新
設
）

定
に
よ
り
指
定
登
録
確
認
機
関
に
納
付
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
手
数
料
の
額
は
、

第
十
九
条
に
規
定
す
る
額
と
す
る
。

２

法
第
四
十
八
条
の
五
十
九
第
一
項
第
二
号
に
掲
げ
る
者
が
同
項
の
規
定
に
よ
り

指
定
登
録
確
認
機
関
に
納
付
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
手
数
料
の
額
は
、
前
条
に
規

定
す
る
額
と
す
る
。

第
四
章

雑
則

（
新
設
）

（
事
務
の
区
分
）

（
事
務
の
区
分
）

第
二
十
二
条

こ
の
政
令
の
規
定
に
よ
り
都
道
府
県
、
指
定
市
又
は
法
第
十
七
条
第

第
十
九
条

こ
の
政
令
の
規
定
に
よ
り
都
道
府
県
、
指
定
市
又
は
法
第
十
七
条
第
二

二
項
の
規
定
に
よ
り
都
道
府
県
の
同
意
を
得
た
市
が
指
定
区
間
外
の
国
道
の
道
路

項
の
規
定
に
よ
り
都
道
府
県
の
同
意
を
得
た
市
が
指
定
区
間
外
の
国
道
の
道
路
管

管
理
者
と
し
て
処
理
す
る
こ
と
と
さ
れ
て
い
る
事
務
は
、
地
方
自
治
法
（
昭
和
二

理
者
と
し
て
処
理
す
る
こ
と
と
さ
れ
て
い
る
事
務
は
、
地
方
自
治
法
（
昭
和
二
十

十
二
年
法
律
第
六
十
七
号
）
第
二
条
第
九
項
第
一
号
に
規
定
す
る
第
一
号
法
定
受

二
年
法
律
第
六
十
七
号
）
第
二
条
第
九
項
第
一
号
に
規
定
す
る
第
一
号
法
定
受
託

託
事
務
と
す
る
。

事
務
と
す
る
。

（
国
土
交
通
省
令
へ
の
委
任
）

（
国
土
交
通
省
令
へ
の
委
任
）

第
二
十
三
条

こ
の
政
令
で
定
め
る
も
の
の
ほ
か
、
こ
の
政
令
を
実
施
す
る
た
め
に

第
二
十
条

こ
の
政
令
で
定
め
る
も
の
の
ほ
か
、
こ
の
政
令
を
実
施
す
る
た
め
に
必

必
要
な
事
項
は
、
国
土
交
通
省
令
で
定
め
る
。

要
な
事
項
は
、
国
土
交
通
省
令
で
定
め
る
。


	○車両制限令（昭和三十六年政令第二百六十五号）（抄）

